
陸上自衛隊
徒歩行進訓練実施のお知らせ

問い合わせ先　　函館運輸支局　輸送・監査担当　高栖　☎０１３８－４９－８８６３

　１１月１４日㈫に、上ノ国町の防衛担当部隊であ
る陸上自衛隊函館駐屯地の第２８普通科連隊第１中
隊が、町内で徒歩行進訓練を実施します。
　中隊長以下約４０名が、役場駐車場から国道
２２８号線を西へ進み、八幡野１号線から夷王山を
縦走して上ノ国消防署前を通り、再度国道２２８号
線に入って役場駐車場まで戻る約１０㎞のコースで
訓練を実施します。

　本訓練は午前８時30分から
正午まで行う予定となってお
りますので、自動車などで通
行される方は走行にご注意く
ださい。

　上ノ国高校ＫＥＥＰは、今年度も「ユニクロ」や「Ｇ
Ｕ」を運営する株式会社ファーストリテーリング主催の事
業「届けよう、服のチカラプロジェクト」に参加し、世界
の紛争地域の難民キャンプで生活する子どもたちに古着を
届けます。
　みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

■回収できる子ども服
　赤ちゃんから身長１６０ｃｍの子ども服（夏・冬服可）
　※必ず洗濯をしてから寄付してください。
■回収できない子ども服
　下着、靴下、帽子、小物類
■回収場所
　上ノ国高校または町内各小中学校の回収ＢＯＸ
■回収締め切り
　１１月２０日㈪

　交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、令和４年の事故発生件数は約30万件、死傷者数は約36万人と、
国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。
　交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすものです。
　自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイクなど１台ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償責任を担保
することで、被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の救済を目的としています。
　一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・認識するこ
とがとても大切です。

　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に基づき、
原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられており、自賠責保険・共済なしで運行することは法令
違反ですのでご注意ください。

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です!!

広報かみのくに「年賀有料広告」募集！

　問い合わせ先　総務課　企画統計グループ

　明年１月に発行する「広報かみのくに」新年号に向けて、
年賀広告を募集しています。
１．募集期間　11月１日㈬～ 11月17日㈮
２．掲載内容
　　『新年のご挨拶』
　　『事業所名・代表者名』
　　『郵便番号・住所』
　　『連絡先電話番号』など
３．掲載サイズ
　①縦47㍉×横90㍉　1,500円
　②縦47㍉×横60㍉　1,000円
　③縦47㍉×横30㍉　   500円

※ 申込書は役場または本町ホー
ムページでご確認ください。
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～自賠責保険・自賠責共済のご案内～乗るなら確認！「　　　 」お忘れなく!!自賠責

問い合わせ先　北海道上ノ国高等学校
　　　　　　　☎ ０１３９－５５－３７６６

【不要の子ども服募集】

“届けよう、服のチカラ”
� プロジェクト

問い合わせ先
総務課　庶務防災グループ

すずらん無料法律相談のお知らせすずらん無料法律相談のお知らせすずらん無料法律相談のお知らせすずらん無料法律相談のお知らせ
　北海道弁護士会では、法律に関する様々な相談を受け
付ける『巡回無料法律相談』を開催します。
　相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご相談
ください。
　相談の際は、１１月１６日（木）までに申し込む必要
があります。

なお、事前予約がない場合は相談会は中止とします。
●予約締切：１１月１６日（木）
●開 催 日：１１月１７日（金）
●時　　間：１３時〜１６時
●場　　所：役場２階研修室
●申 込 先：住民課　住民環境グループ
　　　　　　☎０１３９－５５－２３１１
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